
 

 

令和５年度 

 東市民センター運営審議会 

 

◆日 時 令和５年 10 月 13 日（金）10 時～11 時 

◆場 所 なみきスクエア（１階）ひまわりひろば 会議室１ 

 

《 次 第 》 

１．開会 

２．館長あいさつ 

３．委員・職員紹介 

４．議事 

（1）協議・報告事項 

   議題１ 令和４年度 市民センターの利用状況について 

   議題２ 市民センター運営方針について 

議題３ 指定管理者の施設運営に関する取組状況について 

 

（２）その他 

５．閉会 
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《 目 次 》  

１．議題 1 令和４年度 市民センターの利用状況について（Ｐ２～Ｐ３） 

     （参考）新型コロナ感染症の感染拡大等に伴う 

東市民センターの休館等について（Ｐ４） 

 

２．議題２ 市民センター運営方針について  （Ｐ５） 

 

３．議題３  指定管理者の施設運営に関する取組状況について （別冊） 
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 議題１　市民センターの利用状況

 ◆ 施設別利用状況

件数 人数 件数 人数 件数 人数

381 52,157 193 26,886 189 18,256

188 4,108 162 3,297 390 7,773

0 0 0 0 0 0

128 1,295 149 1,099 422 3,199

119 2,842 121 2,236 333 5,848

170 3,097 152 2,324 377 4,839

258 2,049 173 1,414 492 3,836

1,745 18,741 753 7,810 1,197 10,953

211 1,617 140 928 424 2,780

195 1,140 143 872 373 2,162

3,395 87,046 1,986 46,866 4,197 59,646

 ◆ 他市民センターとの利用状況比較

【利用件数(件)】

令和２年度 4,197 3,535 2,259 1,950 1,445 2,962 2,330

令和３年度 1,986 3,757 2,762 改修 1,745 2,205 2,612

令和4年度 3,395 5,327 3,782 1,736 2,623 4,390 3,817

【利用人数(人)】

令和２年度 59,646 48,982 36,144 27,961 21,338 37,965 37,839

令和３年度 46,866 66,011 57,009 改修 28,162 25,810 55,630

令和4年度 87,046 98,962 86,690 61,620 50,331 76,215 93,676

年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度

　
開館日数

施設

345日 307日 302日

ホ ー ル

視 聴 覚 室

音 楽 室

実 習 室

第 1 会 議 室

第 2 会 議 室

第 3 会 議 室

多 目 的 室

第 1 和 室

第 2 和 室

合 計

※ 東   ：R3年6月～ ワクチン接種会場となっているため利用制限あり／
　　早良：R3年6月～R４年２月 ホール改修
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【参 考】 

 

〇新型コロナ感染症の感染拡大等に伴う東市民センターの休館等について 

 

 東市民センターについては、緊急事態宣言の発出等に伴い下記のとおり休館した。また、

新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種会場として、ホールを除く各会議室、なでしこル

ーム等を使用した。  

 

 １ 緊急事態宣言の発出等による休館期間 

   ①令和２年４月４日～同５月 17 日 

   ②令和３年５月 12 日～同６月 20 日 

   ③令和３年８月９日～同９月 30 日まで 

 

 ２ 新型コロナウイルスワクチン接種会場としての利用期間、利用施設 

                             ※準備・撤去期間含む 

    ①令和３年６月 14 日～同 11 月７日 

第 1・２会議室、視聴覚室、なでしこルーム等の 2階の全施設及び 

１階大練習室 

    ②令和 4年 1月 29 日～同５月 12 日 

     第 1・２会議室、視聴覚室、なでしこルーム等の 2階の全施設 

    ③令和４年１０月１３日～令和５年２月５日 

     第 1・２会議室、視聴覚室、なでしこルーム等の 2階の全施設 

    ④令和５年５月１日～同６月 23 日 

     視聴覚室、なでしこルーム等の 2階の一部施設 

    ⑤令和５年９月２５日～当面の間 

     視聴覚室、なでしこルーム等の 2階の一部施設 
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議題２ 

福岡市立市民センター運営方針について 

 

 近年の少子・高齢化や国際化・情報化の進展による社会の急激な変化に伴い、さまざまな

社会課題が生じており、価値観や行動の多様化も急速に進んでいます。これらに対応するた

めにも、学習の重要性はますます高まっています。 

 

 このような状況の中、市民一人ひとりが生涯にわたって生きがいを持ち、充実した生活を

営むことができる社会の実現のためには、これまでの経験や知識を活かしながら人々がとも

に学び合う学習機会や、学ぶ人が学習している自覚を持ち、その成果を実感することで次の

学習への意欲につながるような体験、学習成果の還元による地域コミュニティのさらなる活

性化などが求められます。 

 

これらを踏まえ、市民センターにおいては、市民一人ひとりが豊かで充実した人生を送る

うえで、生涯にわたる「学び」が重要であることをしっかりと認識し、「学びの楽しさ」を

実感できるよう、利用者の立場に立った生涯学習を支援する事業や、人権教育・啓発に関す

る事業を実施するとともに、学習機会の情報を発信するなど、今後とも市民から親しまれる

施設運営に努めてまいります。 

 

１ 講座、講演会、研修会等の開催に関する事業 

市民が生涯にわたって行う自主的な学習活動を推進・支援するとともに、市民一人ひと

りが社会の一員として、地域の中で主体的に学び、その成果をコミュニティや新たなまち

づくりに活かすことができるよう、多様な機関・団体等とも連携しながら、事業の充実に

取り組みます。 

また、人権講座や人権の集い等の事業実施にあたっては、区においても積極的に関わり

ながら、しっかりと取り組みます。 

 

２ 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関する事業 

優れた文化芸術を身近に感じ、地域における文化・芸術の振興を図るとともに、指定管

理者が持つ民間企業の知識と経験を活用し、文化芸術の奨励に繋がる企画事業を推進しま

す。 

 

３ 施設の管理運営の充実 

市と指定管理者が連携を図りながら、サービスの向上に努め、利用者に親しまれる施設

を目指すとともに、適切な施設の維持管理を行うなど、安心・安全な管理運営を行います。 

 


